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第２２回 総会議事録 

１ 開催の日時   平成３１年４月２５日（木）午後２時００分～午後３時１５分 

２ 開催の場所   松江市役所 本館西棟５階 「防災センター」 

３ 議事日程 

議事録署名委員の指名について 

議 第１２５号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議 第１２６号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議 第１２７号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議 第１２８号  非農地確認について 

議 第１２９号  松江市農用地利用集積計画の決定について 

 

 報告第４３号  会長専決処分の報告 

報告第４４号  事務局長専決処分の報告 

  

４ 出席委員（１６名）  欠席委員（３名） 

  １番 宮廻  彰夫（出）  ２番 冨士本 数彦（出）  ３番 高橋  裕典（出） 

  ４番 青砥 芳美（出）  ５番 磯部 美津子（出）  ６番 勝田  達雄（出） 

  ７番 角 可津夫（出）   ８番 永江  りえ（欠）  ９番 矢野  秀行（出） 

 １０番 清水  秋廣（出） １１番 足立  裕子（出） １２番 吉岡  雅裕（欠） 

 １３番 槇 原  篤（出） １４番 渡部  文明（出） １５番 吉岡  幸雄（欠） 

 １６番 岸本  定朝（出） １７番 浅野  真治（出） １８番 古藤  一郎（出） 

 １９番 三 島  進（出）  

 

５ 事務局職員出席者 

農業委員会 

事務局長 豊島 耕 農地係主任 岡田 勝 

農地係長 浅野 剛志 農地係副主任 高尾 祥和 

農地係主幹 山本 政樹 農地係主事 伊藤 謙 

農地係専門企画員 野津 慎一   
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６ 会議内容 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりました。ただ今から第２２回松江市農業委員会総会を開会します。 

最初に、出席委員数を確認します。本日の欠席届は、８番の永江りえ委員、１２番

の吉岡雅裕委員、１５番吉岡幸雄委員から提出されています。委員定数は１９名のう

ち、１６人の出席となっております。過半数を超えていますので、本総会が成立して

いることを報告します。 

次に、本日の議事録署名委員を指名します。７番の角委員、９番の矢野委員にお願

いします。続いて、書記を任命します。事務局の高尾副主任と伊藤主事にお願いしま

す。 

それでは、議事に入ります。議第１２５号「農地法第３条第１項の規定による許可

申請について」を上程いたします。事務局の説明をお願いします。 

（議案朗読） 

それでは、議第１２５号、今月の農地法第３条の許可申請について、ご説明します。

お手元の議案の２ページと併せて「農地法第３条説明資料」をご覧ください。 

今月の農地法第３条の許可申請は５件８筆で、番号 1 番から４番が所有権移転の案件

で、５番が賃借権の設定、６番が使用貸借による権利の設定です。 

それでは先ず、１番の案件からご説明します。申請は、古曽志町の田１筆を売買さ

れるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足によるものです。

譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、譲渡人の要望によるものです。譲受人の世

帯は、トラクター、耕運機等の農業用機械を所有されております。取得後は、水稲を

栽培されます。第３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のとおり

です。 

次に、３番の案件についてご説明します。申請は、上東川津町の畑１筆を売買され

るものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、譲受人の要望によるものです。

譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、申請地が自宅から近く耕作に便利な為です。

譲受人の世帯は、耕運機、草刈り機等の農業用機械を所有されております。取得後は、

野菜を栽培されます。第３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載の

とおりです。 

次に、４番の案件についてご説明します。申請は、東出雲町錦浜の畑１筆を売買さ

れるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足によるものです。

譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、経営規模拡大の為です。譲受人は、噴霧器

等の農業用機械を所有されております。取得後は、ハウスでミニトマトを栽培されま

す。第３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。なお、

譲受人は当該地区の下限面積の３０aを満たしておりませんが、下限面積の例外である

農地法施行令第２条第３項に該当するため、下限面積要件の適用はありません。これ

は、権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われる

ものであると認められる場合に適用されるものです。 

次に、５番の案件についてご説明します。申請は、朝酌町の田１筆を賃貸借される

ものです。貸出人はご覧のとおりです。貸出理由は、労力不足によるものです。借受

人はご覧のとおりです。借受理由は、申請地が自宅から近く耕作に便利な為です。受

人の世帯は、トラクター、田植え機、コンバイン等の農業用機械を所有されておりま

す。取得後は、水稲を栽培されます。第３条第２項の要件等につきましては、お手元

の資料に記載のとおりです。 
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最後に、６番の案件についてご説明します。申請は、竹矢町の田４筆、現況畑を使

用貸借されるものです。貸出人はご覧のとおりです。貸出理由は、市外在住で管理困

難なためです。借受人はご覧のとおりです。借受理由は、経営規模拡大の為です。借

受ける法人は、耕運機、運搬車等の農業用機械を所有されております。取得後は、果

樹を栽培されます。第３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のと

おりです。 

以上、本案件は、いずれも農地法第３条第２項の不許可の要件には該当しないもの

と認められます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

それでは、現地調査班からの報告をお願いします。 

1番委員です。４月１２日に現地調査班３班で現地調査を行いました。いずれの案件

も事務局の説明のとおり特に問題もなく許可相当であると確認しました。 

ありがとうございました。これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現

地調査班の報告につきまして、ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１２５号は原案のとおり許可す

ることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２５号は原案のとおり許可することに決し

ます。 

次に議第１２６号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を上程し

ます。なお、本案件と議第１２７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて」の番号７番は関連する案件でございます。よって議第１２７号の番号７番を併

せて審議したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２７号の番号７番を併せて審議します。事

務局はそのように説明をお願いします。 

それでは、議第１２６号と、議第１２７号の番号７番について、事務局より、説明

願います。 

（議案朗読） 

それでは、４条と５条７番について説明します。 

まず、４条の１番について説明いたします。事業者はご覧のとおりです。転用場所

は鹿島町名分の１筆です。都市計画区域区分は都市計画区域外です。農地区分は、農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であることから第２種農

地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域外で

す。転用目的は墓地です。転用面積は９．９９㎡、所要面積も同様の９．９９㎡です。

事業計画ですが、現在の墓地が山中にあり、管理が困難なため、自宅隣接の申請地に

墓地を移設するものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

４条の２番は墓地の申請でしたが、４月１５日付で取り下げの申し出があり欠番と

します。 

次に、４条の３番について説明いたします。事業者はご覧のとおりです。転用場所

は八雲町東岩坂の１筆です。都市計画区域区分は都市計画区域外です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であることから第２種

農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域外
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です。転用目的は浄化槽です。転用面積は、２６０㎡のうち６㎡、所要面積も同様６

㎡です。事業計画ですが、便所を水洗化するのに伴い、生活排水処理施設を設置する

ものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次の４条の４番と５条の７番については、関連案件ですので、併せて説明いたします。 

４条の４番ですが、事業者はご覧のとおりです。転用場所は宍道町白石の１筆です。

都市計画区域区分は都市計画区域内の用途地域です。農地区分は、用途地域であるた

め、第３種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農

用地区域外です。転用目的は自宅進入路です。転用面積は、３３５㎡のうち６２㎡、

所要面積も同様６２㎡です。事業計画ですが、自宅北西にある市道に接続する進入路

を新たに設けるものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

併せて５条の７番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は宍道町白石の１筆です。都市計画区域区分、農地区分、土地利用計画との

調整、転用目的ですが、４条の４番と同様です。転用面積は、８０㎡、所要面積も同

様の８０㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、４条の４番で説

明しました進入路の設置です。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりで

す。 

以上、上程しました４条３件および５条７番につきましては、農地法第４条第２項

及び第５条第２項の規定による不許可の要件には該当しないものと認められます。ご

審議をお願いいたします。 

それでは、現地調査班からの報告をお願いします。 

 1番委員です。同じく４月１２日に現地調査班３班で現地を確認しました。４条３件

と５条の７番は、いずれも問題なく許可相当と判断いたしました。 

ありがとうございました。これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現

地調査班の報告につきまして、ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。 

議第１２６号と、議第１２７号の番号７番は、島根県農業会議からの意見聴取が不

要の案件でございます。 

議第１２６号と、議第１２７号の番号７番は、原案のとおり許可することにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２６号と、議第１２７号の番号７番は、原

案のとおり許可することに決します。 

次に、議第１２７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」のうち、

番号７番以外を上程します。事務局の説明をお願いします。 

（議案朗読） 

それでは、５条の７番を除いた２３件について説明します。 

初めに、５条の１番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、古曽志町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域の緩和 C 区

域です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地

であることから、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農

振法では、農用地区域外です。転用目的は、個人住宅です。転用面積は図面 T 字のと

ころで６８㎡、所要面積は、３１４．２５㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。
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事業計画ですが、個人住宅を新築されるものです。事業の詳細、資金計画につきまし

てはご覧のとおりです。 

次に５条の２番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転

用場所は、西川津町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域の緩和 A 区域

です。農地区分は、１番と同様の理由で、第２種農地と判断いたしました。土地利用

計画との調整ですが、農振法では、農用地区域外です。転用目的は、建売住宅です。

転用面積は１１㎡、所要面積は、２３７．７３㎡です。権利の種類はご覧のとおりで

す。事業計画ですが、申請地を造成し、建売住宅を建築するものです。事業の詳細、

資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の３番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転

用場所は、東持田町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域です。農地区

分は、１０ヘクタール以上の連たんが見られるため、第１種農地と判断いたしました。

土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３１年３月２

０日付けで農振除外内示があります。転用目的は、農家住宅です。転用面積は９６９

㎡、所要面積も同様の９６９㎡です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４

号「集落接続」に該当するものと判断します。権利の種類はご覧のとおりです。事業

計画ですが、申請地を造成し、農家住宅を建築するものです。事業の詳細、資金計画

につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の４番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、竹矢町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域です。農地区

分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、

農用地区域外です。転用目的は、資材置き場と作業車駐車場です。転用面積は２２５

㎡、所要面積も同様の２２５㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。事業計画です

が、譲受人が資材置き場と駐車場として使用するものですが、すでに利用が見られ、

追認案件として取り扱うものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとお

りです。 

次に５条の５番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、島根町大芦の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域外です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であること

から、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、

農用地区域内ですが、平成３１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目

的は、擁壁の設置です。転用面積は、２３㎡、所要面積も同様の、２３㎡です。権利

の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、譲受人の居宅敷地の石垣が崩壊し、危

険な状態にあるため、擁壁を設置するものでして、緊急措置としてすでに対応済みで

す。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の６番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、八雲町東岩坂の１筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。

農地区分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法

では、農用地区域外です。転用目的は、建売住宅です。転用面積は、５１８㎡、所要

面積も同様の５１８㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、申請

地を造成し、建売住宅３棟を建築するものです。事業の詳細、資金計画につきまして

はご覧のとおりです。 

次の５条の７番については、４条の４番の関連案件で説明済みです。 
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次に５条の８番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転

用場所は、宍道町上来待の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域内のその他

区域です。農地区分は、１０ヘクタールの連たんが見られるため、第１種農地と判断

しました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３

１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目的は、分家住宅です。 

転用面積は３１３㎡、所要面積も同様の３１３㎡です。許可該当条項は、農地法施行

規則第３３条第４号「集落接続」に該当するものです。権利の種類はご覧のとおりで

す。事業計画ですが、申請地を整地し、分家住宅を建築するものです。事業の詳細、

資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の９番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転

用場所は、八束町二子の２筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域外です。農地

区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であることか

ら、２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用

地区域内ですが、平成３１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目的は 

駐車場です。転用面積は、１，０３９㎡、所要面積も同様の１，０３９㎡です。権利

の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、申請地を造成し、駐車場の敷地拡張を

するものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の１０番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、八束町馬渡の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域外です。農

地区分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法で

は、農用地区域内ですが、平成３１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転

用目的は、駐車場と庭です。転用面積は、１２６㎡、所要面積も同様の１２６㎡です。

権利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、隣接する住宅の駐車場、庭として

一体的に利用するため、敷地拡張するものです。事業の詳細、資金計画につきまして

はご覧のとおりです。 

次に５条の１１番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域外です。農

地区分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法で

は、農振除外済みです。転用目的は、墓地用地です。転用面積は、７．５５㎡、所要

面積も同様の７．５５㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、過

年度中に申請地を造成し、すでに墓地として整備していたもので、追認案件です。事

業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

以下、５条の１２番から１７番まで、墓地用地であり、１１番の説明の内容と同じ

部分がありますので、重なるところは省略させていただきます。 

次に５条の１２番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分は、前番と同様で

す。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３１年３

月２０日付けで農振除外内示があります。転用面積は、７．５０㎡、所要面積も同様

の７．５０㎡です。権利の種類、事業計画、事業の詳細、資金計画につきましてはご

覧のとおりです。 

次に５条の１３番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分は、前番と同様で

す。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農振除外済みです。 
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転用面積は、７．５７㎡、所要面積も同様の７．５７㎡です。権利の種類、事業計画、

事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の１４番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分は、前番と同様で

す。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３１年３

月２０日付けで農振除外内示があります。転用面積は、７．９３㎡、所要面積も同様

の７．９３㎡です。権利の種類、事業計画、事業の詳細、資金計画につきましてはご

覧のとおりです。 

次に５条の１５番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分、土地利用計画と

の調整ですが、前番と同様です。転用面積は、７．６１㎡、所要面積も同様の７．６

１㎡です。権利の種類、事業計画、事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとお

りです。 

次に５条の１６番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。 

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分、土地利用計画と

の調整ですが、前番と同様です。転用面積は、６．４３㎡、所要面積も同様の６．４

３㎡です。権利の種類、事業計画、事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとお

りです。 

次に５条の１７番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。

転用場所は、八束町江島の１筆です。都市計画区域区分、農地区分、土地利用計画と

の調整ですが、前番と同様です。転用面積は、６．６１㎡、所要面積も同様の６．６

１㎡です。権利の種類、事業計画、事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとお

りです。 

次に５条の１８番について説明いたします。賃借人、賃貸人はご覧のとおりです。 

転用場所は、東出雲町出雲郷の２筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域です。

農地区分は、１０ヘクタールの連たんが見られ、過去に公共投資もあることから１種

農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内

ですが、平成３１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目的は、駐車場

です。転用面積は、１，５４６㎡、所要面積も同様の１，５４６㎡です。 

許可該当条項は、農地法施行規則第３５条第５号に該当するものと判断されます。権

利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、申請地を整備し、駐車場用地として

既存施設の拡張をするものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおり

です。 

次に５条の１９番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。転用

場所は、打出町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域です。農地区分は、

国が整備したもので甲種農地と判断しました。土地利用計画との調整ですが、農振法

では、農用地区域外です。転用目的は、資材置き場で、一時転用です。平成２９年５

月から平成３１年３月末までの一時転用期間を平成３２年３月末まで延長するもので

す。転用面積は、２，３２４㎡のうち６００㎡で、所要面積も同様の６００㎡です。

許可該当条項は、農地法施行令第１１条第１号イの一時転用に該当するものと判断し

ています。権利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、申請地を、一時的に資

機材を保管する倉庫として使用するものです。事業の詳細、資金計画につきましては

ご覧のとおりです。 
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議 長 

次に５条の２０番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。転用

場所は、菅田町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であることから、第２

種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域

外です。転用目的は、工事用現場事務所プレハブ設置で、一時転用です。転用面積は、

２８６㎡で、所要面積も同様の２８６㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。事業

計画ですが、施設整備工事実施にあたり、当該工事現場に近い申請地に、工事現場事

務所を設置するものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の２１番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。 

転用場所は、竹矢町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域の緩和 A 区域

です。農地区分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、

農振法では、農用地区域外です。転用目的は、個人住宅および駐車場です。転用面積

は、４１６㎡で、所要面積も同様の４１６㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。

事業計画ですが、従来から使用していた農業用倉庫を個人住宅に改築し、駐車場を設

置するものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の２２番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。転用

場所は、東出雲町上意東の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域外です。農

地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３１年３月２

０日付けで農振除外内示があります。転用目的は、分家住宅です。転用面積は、３９

２㎡で、所要面積も同様の３９２㎡です。権利の種類はご覧のとおりです。 

事業計画ですが、申請地を造成し、分家住宅を建築するものです。事業の詳細、資金

計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条の２３番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。転用

場所は、八雲町熊野の１筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。農地区

分は、第２種農地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、

農用地区域内ですが、平成３１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目

的は、分家住宅です。転用面積は、２６８㎡で、所要面積も同様の２６８㎡です。権

利の種類はご覧のとおりです。事業計画ですが、申請地を造成し、分家住宅を建築す

るものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

最後に５条の２４番について説明いたします。借人、貸人はご覧のとおりです。 

転用場所は、宍道町東来待の１筆です。都市計画区域区分は、都市計画区域内のその

他区域です。農地区分は、過去に公共投資が入っているため、第１種農地と判断いた

しました。土地利用計画との調整ですが、農振法では、農用地区域内ですが、平成３

１年３月２０日付けで農振除外内示があります。転用目的は、個人住宅です。 

転用面積は、４００㎡で、所要面積も同様の４００㎡です。許可該当条項は、農地法

施行規則第３３条第４号「集落接続」に該当するものと判断します。権利の種類はご

覧のとおりです。事業計画ですが、申請地を造成し、個人住宅および駐車場を建築す

るものです。事業の詳細、資金計画につきましてはご覧のとおりです。 

以上、上程しました５条７番を除いた５条２３件につきましては、農地法第５条第

２項の規定による不許可の要件には該当しないものと認められます。ご審議をお願い

いたします。 

それでは現地調査班からの報告をお願いします。 
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

１番委員です。同じく４月１２日に現地調査班３班で現地調査を行いました。いず

れの案件も事務局の説明のとおり、許可相当と判断いたしました。 

ありがとうございました。これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現

地調査班の報告につきまして、ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。 

はじめに、議第１２７号の番号７番以外のうち、島根県農業会議からの意見聴取が

不要である、番号３番、８番、１８番、１９番、２４番を除く案件について採決いた

します。 

議第１２７号の番号７番以外のうち、番号３番、８番、１８番、１９番、２４番を

除く案件について、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２７号の番号７番以外のうち、番号３番、

８番、１８番、１９番、２４番を除く案件については、原案のとおり許可することに

決します。 

次に、議第１２７号の番号７番以外のうち、島根県農業会議からの意見聴取が必要

となる、番号３番、８番、１８番、１９番、２４番について、採決いたします。 

議第１２７号の番号３番、８番、１８番、１９番、２４番は、原案のとおり許可相

当であると確認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２７号の番号３番、８番、１８番、１９番、

２４番は、原案のとおり許可相当であると確認することに 決します。 

次に、議第１２８号「非農地確認について」を上程します。事務局の説明をお願い

します。 

（議案朗読） 

議題１２８号非農地確認についてご説明いたします。議案と『非農地確認について』

の説明資料を併せご覧ください。 

今月上程いたします非農地証明願は１件１筆です。 

それでは、番号１番の案件についてご説明いたします。 

土地の所在は、西川津町の市街化調整区域、農用地区域外の畑１筆で、申請人はご

覧のとおりです。土地の状況についてご説明します。申請地は、大内谷 1 号線から大

内谷線を南に約６０メートル進んだ地点の北東約６０メートルの地点に位置してお

り、昭和４０年頃から、耕作に不便な為耕作放棄されており、現在は雑木等が繁茂し

農地としての再生は困難な状況です。現地確認委員は、松本一徳農地利用最適化推進

委員です。 

以上、ご報告しましたとおり、本案件は当該の土地を農地に復元するための物理的

な条件整備が困難なケースであり、農地法第２条第１項に規定する「耕作の目的に供

される土地」ではないと考えます。説明は以上です。 

それでは、推進委員確認分なので、現地確認を行った事務局職員からの報告をお願

いします。 

現地確認した際の現地の状況です。番号１番の案件ですが、４月１１日に申請者の

立ち合いの下、松本一徳農地利用最適化推進委員と事務局で現地確認を行いました。

現地は、約５０年前からすでに耕作に不便なため耕作放棄され、現在は、雑木等が繁
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議 長 

茂し、今後耕地としての再生は困難な状況です。説明は以上です。 

はい、事務局職員からの報告が終わりました。それでは、審議に入ります。ただい

まの事務局からの説明と、職員からの現地確認報告につきまして、ご意見・ご質問は

ありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決します。議第１２８号は原案のとおり確認するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２８号は原案のとおり確認することに決し

ます。 

次に議第１２９号「松江市農用地利用集積計画の決定について」を上程致します。

事務局の説明をお願いします。 

（議案朗読） 

それでは議案１２９号「松江市農用地利用集積計画の決定について」のご説明をい

たします。 

はじめに農用地利用集積計画の相対契約についてご説明いたします。まず利１は生

馬地区の更新案件です。利２は朝酌地区の更新案件です。利３は竹矢地区の更新案件

です。利４と利５は鹿島地区の新規案件です。利６は東出雲地区の更新案件です。利

７と利８は玉湯地区の案件で、このうち利７は新規案件です。利９から利２６は宍道

地区の案件で、このうち利１２と利２６が新規の案件です。利２７から利３０は八束

地区の案件で、このうち利２７と利２８、利２９の一部が新規案件です。 

以上、今回の利用権設定における相対契約の地目別面積は、田６０,３４３㎡、畑２１,

０２３㎡、合計面積８１,３６６㎡となります。 

続きまして、利用集積計画の転貸契約についてご説明します。始めに転１から転４

は古江地区の新規案件で、すべて機構の転貸です。転５は生馬地区の新規案件で、JA

の転貸です。転６は生馬地区の新規案件で、機構の転貸です。転７から転９は朝酌地

区の新規案件で、機構の転貸です。転１０は美保関地区の新規案件で、機構の転貸で

す。転１１は東出雲地区の新規案件で、機構の転貸です。以上、今回の利用権設定に

おける転貸契約の地目別面積は、田２１,７８８㎡、畑５,９２３㎡、合計面積２７,７

１１㎡となります。以上で説明を終わります。 

説明が終わりましたので審議に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、

ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１２９号は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１２９号は、原案のとおり決定することに決

します。 

次に、報告に入ります。報告第４３号「会長専決処分の報告」、報告第４４号「事務

局長専決処分の報告」を一括でお願いします。 

（報告） 

報告が終わりましたが、これは報告ですのでこれまでとします。 

以上で議事を終了しましたので、第２２回松江市農業委員会総会を閉会いたします。 
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